
                               

             明石市技術審査会要領 

 （設置） 

第１条 明石市及び明石市水道局が実施する総合評価落札方式（特別簡易型を除く）

に係る落札者決定基準の決定及び技術審査を行うため、明石市技術審査会（以下

「審査会」という。）を設置する。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）技術資料 入札者が提出する当該競争入札に係る工事についての技術提案

及び施工計画並びに施工能力等に関する評価を行うための資料 

（２）技術提案等 入札者が提出する当該競争入札に係る工事についての技術提

案及び施工計画 

（３）落札者決定基準 地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項の規定に

よる基準で、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他必要な項目が

定められたもの 

 （４）履行義務事項 落札者が提出した技術提案等のうち、市長（明石市水道局

が実施する工事の競争入札においては公営企業管理者とする。）が適切でな

いと認める記載事項を除いた技術提案等で、落札者が必ず履行しなければな

らない事項 

（所掌事務） 

第３条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。ただし、学識経験者を有する選定 

委員会（「選定委員会等」という。）にて審査・評価を行うため、審査会と選定 

委員会の所掌事務について別に定める場合は、その定めによる。 

（１）落札者決定基準としての評価基準の審査 

（２）技術資料のうち当該工事に関して工事主管課が行った技術提案等に関する

評価についての審査 

（３）履行義務事項が履行されない場合において工事主管課が行った総合評価落

札方式に係る履行項目確認の審査 

（４）その他総合評価落札方式に係る審査に関して必要な事項 

 （組織） 

第４条 審査会は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 （会長の職務等） 

第５条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 



                               

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審査会は、会長又は副会長及び委員の過半数以上の出席がなければ開くことが

できない。 

３ 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決す

るところによる。 

４ 審査会には、当該工事主管課長等が出席しなければならない。  

５ 会長は、その審査のために必要と認めるときは、当該審査に係る設計等に関係

する職員に対し出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出等を求めることがで

きる。 

 (持回り審査) 

第７条 審査会は、審査事項について急施を要するため、会長において審査会を招

集する暇がないと認めるときは持回りによる審査をすることができる。 

 （秘密の保持） 

第８条 審査会に出席した者は、議事の内容を漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第９条 審査会の庶務は、財務室において処理する。 

 （委任） 

第10条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長

が定める。 

   附 則（平成２３年 ２月 １８日制定） 

 この要領は、制定の日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年６月２５日から施行する。 

 

 

 



                               

 

別表（第４条関係） 

   

会長 明石市競争入札等審査会の会長 

副会長 明石市競争入札等審査会の副会長 

委員 明石市競争入札等審査会委員 

必要に応じ、会長が指名するもの 

 

 


